
管理職員特別勤務手当の運用方針について 

     

                                         制  定 平28.３.31  人事給   62 

                     最近改正 令７.３.31 総務給  41 

（条例第20条の２関係） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」とい

う。）第20条の２第１項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時

間が割り振られた日以外の日（以下「休日」という。）に処理することを要するこ

とが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必

要」による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務

に従事する管理監督職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。 

２ 条例第20条の２第２項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、所定の勤務時

間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）の午後10時から翌日の午前５時ま

での間（休日に含まれる時間を除く。）であって所定の勤務時間以外の時間に処理

することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をい

う。 

３ 条例第20条の２第１項の勤務（職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成

４年大阪市規則第29号。以下「規則」という。）第４条の規定により同項の勤務と

みなされるものを含む。以下「第１項の勤務」という。）は、休日（規則第４条の

規定により第１項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前５

時までの間（休日に含まれる時間を除き、所定の勤務時間以外の時間に限る。））



の勤務であり、連続する勤務（２以上の休日にまたがる勤務及び休日と勤務日にま

たがる勤務を含む。）の開始から終了までを１回として取り扱うものとする。ただ

し、次に掲げる場合は、それらの場合の第１項の勤務の全てを１回の連続する勤務

として取り扱うものとする。 

⑴ １の休日において第１項の勤務の開始が２以上ある場合（次号に掲げる場合を

除く。） 

⑵ 勤務日からその翌日の休日に連続する勤務が行われ、当該勤務日及び当該休日

において第１項の勤務の開始が２以上ある場合 

４ 条例第20条の２第２項の勤務（規則第４条の規定により第１項の勤務とみなされ

るものを除く。第３条において「第２項の勤務」という。）は、午後10時から翌日

の午前５時までの間（休日に含まれる時間を除き、所定の勤務時間以外の時間に限

る。）の勤務（第１項の勤務を除く。）であり、連続する勤務（２の勤務日にまた

がる勤務を含む。）の開始から終了までを１回として取り扱うものとする。ただし

、１の勤務日において勤務の開始が２以上ある場合は、当該勤務日に始まる勤務の

全てを１回の連続した勤務として取り扱うものとする。  

５ 勤務１回の取扱いについて、第３項及び前項の「連続する勤務」には、休憩等に

要した時間を挟んで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩時間等

に要した時間が相当時間（３時間程度）以上である場合は、休憩等に要した時間終

了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。 

６ 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、臨時又は緊急の必要等がある場

合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、支給対象の



職員が支給対象の時間帯にやむを得ず処理すべき業務のための勤務である。その勤

務の具体例は次に掲げる業務のための勤務とする。 

⑴  市会関係業務 

⑵  政策協議関係業務 

⑶  規程協議関係業務 

⑷  予算関係業務 

⑸  災害対応関係業務 

⑹  事件・事故対応関係業務 

⑺  セキュリティインシデント対応関係業務 

ただし、上記⑴～⑺に該当する業務のための勤務であっても、職員の自由意思

に基づいて行うもの、軽微な案件について部下職員に単発的に指示を行えば足り

るもの、直後の勤務日の始業時刻以降に行っても支障がないものなどについては

、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものとは認められないため、支給対

象となる勤務としては取り扱わないものとする。なお、資料整理、定期的なデー

タの計測、諸行事への儀礼的参加・出席などといった業務のための勤務は、一般

的には臨時又は緊急の必要等がある場合におけるものと評価することは困難であ

るが、勤務内容を精査した結果、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないもの

と認められれば、支給対象となる勤務として取り扱うものとする。 

（規則第２条関係）  

第２条 規則第２条に規定する「６時間」は、実働時間による。  

（届出） 



第３条 規則第２条の適用を受ける職員が管理職員特別勤務（第１項の勤務又は第２

項の勤務をいう。）を行った場合は、当該職員は、所属長（大阪市市長直轄組織設

置条例（平成24年大阪市条例第12号）第１条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条

例（昭和38年大阪市条例第31号）第１条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長

、消防局長、教育長、行政委員会事務局長、市会事務局長、大阪市事業所事務分掌

規則（昭和37年大阪市規則第５号）第３条に定める事業所の長及び区長又はその委

任を受けた者）に別紙の様式により、届け出るものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 勤務地以外の地における災害にかかる管理職員特別勤務手当の取り扱いについて

（平成16年総務第824号）は廃止する。 

附 則（平30.３.30 人事給 49） 

この規程は、通知の日から施行する。 

附 則（平31.３.29 人事給 39） 

この規程は、通知の日から施行する。 

附 則（令元.12.18 人事給 30） 

この規程は、令和２年１月６日から施行する。 

  附 則（令３.５.31 人事給 ９） 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

  附 則（令７.３.31 総務給 41） 

 



この改正は、令和７年４月１日から施行する。 


